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第二種特定化学物質が使用されている場合に容器等に表示をしなければな

らない製品について 

 

（１）第二種特定化学物質が使用されている場合に容器等に表示をしなければならない製品 

物質名 容器等に表示をしなければならない製

品 

1．トリクロロエチレン 

 

一 接着剤（動植物系のものを除く。） 

二 塗料（水系塗料を除く。） 

三 金属加工物 

四 洗浄剤 

2．テトラクロロエチレン 

 

一 加硫剤 

二 接着剤（動植物系のものを除く。） 

三 塗料（水系塗料を除く。） 

四 洗浄剤 

五 繊維製品用仕上加工剤 

3. トリブチルスズ＝メタクリラート、ビス

（トリブチルスズ）＝フマラート、トリブ

チルスズ＝フルオリド、ビス（トリブチル

スズ）＝２，３－ジブロモスクシナート、       

トリブチルスズ＝アセタート、トリブチル

スズ＝ラウラート、ビス（トリブチルスズ）

＝フタラート、 アルキル＝アクリラー

ト・メチル＝メタクリラート・トリブチル

スズ＝メタクリラート共重合物（アルキル

＝アクリラートのアルキル基の炭素数が

八のものに限る。）、トリブチルスズ＝スル

ファマート、ビス（トリブチルスズ）＝マ

レアート、トリブチルスズ＝クロリド、ト

リブチルスズ＝シクロペンタンカルボキ

シラート及びこの類縁化合物の混合物（別

名トリブチルスズ＝ナフテナート）、トリ

ブチルスズ＝１，２，３，４，４ａ,４ｂ，

５，６，１０，１０ａ－デカヒドロ－７－

イソプロピル－１，４ａ－ジメチル－１－

フェナントレンカルボキシラート及びこ

の類縁化合物の混合物（別名トリブチルス

ズロジン塩） 

一 防腐剤及びかび防止剤 

二 塗料（貝類、藻類その他の水中の

生物の付着防止用のものに限る。） 
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（２）第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項 

  １）「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリク

ロロエチレン、テトラクロロエチレン若しくは四塩化炭素又は同法施行令第四条の二に定

める製品でトリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンが使用されているものの容

器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等

に関し表示すべき事項」（参考１） 

  ２）「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリフ

ェニルスズ＝N・N―ジメチルジチオカルバマート、トリフェニルスズ＝フルオリド、トリ

フェニルスズ＝アセタート、トリフェニルスズ＝クロリド、トリフェニルスズ＝ヒドロキ

シド、トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が９、１０又は１１のものに限る。)又

はトリフェニルスズ＝クロロアセタートの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物

質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項」（参考２） 

  ３）「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二十八条第一項の規定に基づきトリブ

チルスズ＝メタクリラート、ビス(トリブチルスズ)＝フマラート、トリブチルスズ＝フル

オリド、ビス(トリブチルスズ)＝２，３―ジブロモスクシナート、トリブチルスズ＝アセ

タート、トリブチルスズ＝ラウラート、ビス(トリブチルスズ)＝フタラート、アルキル＝

アクリラート・メチル＝メタクリラート・トリブチルスズ＝メタクリラート共重合物(アル

キル＝アクリラートのアルキル基の炭素数が８のものに限る。)、トリブチルスズ＝スルフ

ァマート、ビス(トリブチルスズ)＝マレアート、トリブチルスズ＝クロリド、トリブチル

スズ＝シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルス

ズ＝ナフテナート)若しくはトリブチルスズ＝１，２，３，４，４ａ，４ｂ，５，６，１０，

１０ａ―デカヒドロ―７―イソプロピル―１，４ａ―ジメチル―１―フェナントレンカル

ボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)又は同法施行令

第四条の三に定める製品で当該第二種特定化学物質が使用されているものの容器、包装又

は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示

すべき事項」（参考３） 

 


